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住　　所

申請者 事業所名

代表者名

電話番号

E-mail
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汚濁水の流失については水質汚濁防止法及び福井県公害規制法規を遵守のうえ格段の措置を講ずる。

万一遡河通路の妨害、汚濁水、砂利、砂によって魚類に被害があった時は、これによって貴組合に生

じた損害を補償する。（話し合いによって）

保証人は事業者の本件河川における事業施工により貴組合に対し、追うべき一切の債務について連帯

してこれを保証する。

工事完了期日を厳守する。

Ｒ1.5.1改正

河川並びに河川敷、沿岸及びにそれらに影響を及ぼす地域における各種事業、その他について下記事項を遵守す

る事を条件として施工いたしますので同意くださるよう、お願い申し上げます。

工　　事　　名

工　事　場　所

その他組合の指示を誠実に守る。

工　　　期

事業者は遡河魚類の通路となっている水面において工事又は工作物を設置する時は水産資源保護法の

規定に従い魚類の遡上、遡下を妨げぬように特段の配慮を講じて工事期間中これを施工する。

河　　川　　名

事業終了後は魚類の保護培養を阻害する事のないよう、原型に復し貴組合の確認を得る。

（１）現場位置図　（２）構造図　（３）工事工程表　（４）その他（　　　　　　　　　　　）

工　事　概　要

河川の影響

㊞

組

合

記

入

欄

工事確認担当組合長 河川工事確認者による確認結果等(特記事項)
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同　意　願　申　請　書

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

1

2

3

令和　　年　　月　　日

大野市漁業協同組合

組合長 此下美千雄　殿

7 対　　　処

添　付　書　類
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工事担当者


